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検討のポイント 

1 



Copyright (c) City of Chiba All rights reserved. 

検討１ 条例の形式 
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パターン１ パターン２ 

前文～第３章 条例 宣言・憲章 

制定の主体 自治体 市民 

影響を与える範囲 すべての市民 賛同する市民 

議会の議決 要 否 

効果 法的拘束力 自発的行動意欲の喚起 

課題 

• 制定の理由、効果の整理 

• 前文～第３章は理念的であり、条例に

なじまないのではないか。 

• 制定の理由、効果の整理 

• 制定の主体＝市民とは誰を指すのか。 

検討のポイント 条例の形式について２パターン想定。いずれの形が好ましいか、ご意見ください。 
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＜参考＞ 条例の種類 
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条例の種類 

１ 住民に義務を課し、又は権利を制限する条例 

 ・例：暴力団排除条例、路上喫煙禁止条例 など 

 ・市民は、○○してはならない 

 ・義務違反に対する罰則規定など あり 

２ その他の条例 

 ・例：○○基本条例、乾杯条例、健康づくり条例 など 

 ・市民は、・・・努める 

 ・義務違反に対する罰則規定など なし 

 

 

条例（憲法第９４条関係、地方自治法第１４条第２項関係） 

 ・地方公共団体は、・・・法律の範囲内で条例を制定することができる。 

 ・普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある 

  場合を除くほか、条例によらなければならない。 

＊住民に義務を課し、又は権利を制限することを内容としない条例の制定は否定されない。 
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検討２ 条例を制定する理由、期待される効果 
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理  由 

 市民自身が、地域が抱える課題を発見・認識し、自ら行動し課題を解決していく（市民自治・住民

自治）といった「まちづくりの基本的な考え方」を市民・行政ともに再認識し、相互の役割（市民主

導、行政支援・補完）を認識しつつ、連携してまちづくりを進めていきたい。そのためには、一部の

市民が理解・共有するだけではなく、全千葉市民が一丸となって取り組んでいく姿勢を示す観点から、

より上位の規範であり、全市民に効力が及ぶ条例に規定することが必要である。 

期待される

効 果 

・地域運営委員会など、近助・共助の取り組みに明確な根拠を与えることで、市民同士の連携、主体

的な活動を促進することにつながる。 

・市民自身が地域が抱える課題を発見・認識し、自ら行動し課題を解決していく（市民自治・住民自

治）ことにより、地域ごとの特色が生まれ、ひいては地域への愛着が醸成される。 

・あらゆる者（個人、自治会、任意団体、NPO法人、民間企業等）がまちづくりの関係者であり主

導者であることを表明することにより、これまで関係性が弱かった部分（たとえば自治会とNPO法

人、自治会と民間企業等）を強化・促進することにつながる。また、関係者が増えることにより、市

民自らが課題を解決していく際の手法の増加、スキルアップ、財源確保につながる。 

・市民自らが課題を解決していく際の限界、不足、優先順位、緊急性等が明らかになることにより、

市の予算（税金）を必要な部分に効率的に配分することができる。 

検討のポイント  制定する理由・期待される効果について、ご意見ください。 
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検討３ 条例の文案（市民の覚悟／活動財源の確保／企業の視点） 
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市民の覚悟 

• （推進委員）この条例の制定により市民の主体的な活動は広がる。活動するためには資金が必要であ

り、その捻出のために市民は身を切る覚悟をする必要がある。この「市民側の覚悟」を盛り込むこと

も必要ではないか。 

• （市民プロジェクトチーム）危機感を煽る言葉も必要ではないか。例えば、「待ったなし、○○○

（＝子どもの未来、私の老後、私の財産、私の生活、私の未来）」など。 

活動財源の確保 

• （推進委員）団体の財源維持のためにどこまで市民も市も身を切ることができるのかを考える必要が

ある。 

 

• （市）財政状況は厳しい。 

企業の視点 

• （推進委員）企業が“わたしたち”に入っているように見えない。 

検討のポイント 次の事項を条例の文案にどのように盛り込むかを検討しましょう。 
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検討４ 条例の名称／文章の文案の形態 
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条例の名称 

• 多くの市民が見ることを意識して名称を含めて丁寧にブランディングすることが必要（推進委員） 

• 千葉市わたしたちのまちづくり条例 

• 千葉市わたしから始まるまちづくり条例 

• 千葉市民主役のまちづくり条例 

• 千葉市みんなでつくる千葉らしさ条例 

• 千葉市みんなで汗ながそう条例 

条例の文案の形態 

 ・“わたしたちは”で始まる文章が多く、市民が敬遠してしまう。（推進委員） 

 →（案）第２章、第３章は箇条書きにする。 

  ◆第２章 わたしたちにできること 

    わたしたちは、より良いまちを実現するために以下のことができます。 

    以下、書き出しの“わたしたちは”を削除 

  ◆第３章 わたしたちが市に期待すること 

    わたしたちは、より良いまちを実現するために以下のことを市に期待します。 

    以下、書き出しの“わたしたちは”を削除 

検討のポイント 次の事項を条例についてご意見ください。 
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検討５ 議員との意見交換 
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議員との意見交換 

• （推進会議）多くの市民がこの条例に関わり、意見を集約してきた。ぜひ議員の方にも聞いてほしい。

議員と話せる機会があると良い。 

検討のポイント 議員との意見交換の実施についてご意見ください。 
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報告 意見募集＆説明会（案） 
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• 目的：条例に関する取組みを広く周知するとともに、検討段階で広く市民意見を聴くために、推進会

議名で実施。 

• 広報：市政だより６／１号に掲載予定 

• 意見募集の期間：６月１日～６月３０日 

• 説明会の日時：６月１２日（日） １０時～１２時 

• 説明会の場所：千葉中央コミュニティーセンター８階千鳥・海鴎 

• 結果の公表：７月中 

• 意見の取扱い：①７月１６日の市民プロジェクトチームで報告②７月下旬の千葉市市民参加協働推進

会議に諮る 


